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早期客付けに効果絶大！？ ゼロ賃貸！

６
管理物件入居率

2018年6月末現在



-1-

長期空室に効果大！ スーパーゼロ賃貸！

記事担当の藤本です

「ゼロ賃貸」の導入で、早期に空室解消された成功事例をご紹介します！

半年間空室だった部屋を含めH２９年６月時点で３部屋の空
室があり「ゼロ賃貸」をご提案致しました。H２９年７月に
更に１部屋空きが出ましたが、３０日で４部屋全て申込を頂
きました！

◆住所：埼玉県吉川市
◆最寄駅：JR吉川駅 徒歩１０分
◆築年月：１９８７年９月
◆構造：鉄骨造 ３階建
◆主な間取り：3ＤＫ
◆総戸数：６戸
◆募集賃料 ６.１万円~

４部屋の空室がたった３０日間で満室に！

繁忙期が終わっても、空室を残している物件も沢山あると思います。対策を打たずに
放っておくと、長期空室に繋がります。お困りのオーナー様は是非お問合せ下さい。

行います！！

「うちのマンションはなぜ決まらないんだろう…」

☑ 空室が決まらない
☑ よその物件はどうしているの？！
☑ 今の入居者に長く住んでもらうには・・・？！

担当：藤本
受付時間：10：00～18：00（水曜日を除く）

048-911-4850
お問い

合わせ

キャンペーンのご案内



②購入

・現金で不動産を購入する

③資産組替

・土地を売却、賃貸不動産に買い換える

④活用 ⑤法人

購入

現金で持つより、不動産に換えたほうが
評価が下がる。また、現金が減ることで財
産が減るので対策になる。

利用価値の低い土地は売却し、収益の
上がる賃貸不動産に組み替える。
資産価値を高めつつ評価を下げる。

賃貸マンション賃貸マンション

売却

土地

家賃

現金を減らす

・土地に賃貸不動産を建てる

家賃

現金で持つより、不動産に換えたほうが
評価が下がる。また、現金が減ることで財
産が減るので対策になる。

収入を分散

管理
会社

役
員
報
酬

賃貸経営は個人より、法人のほうが税制
上のメリットが多くある。また、配偶者や
子供を役員にすることで、家賃収入によ
る資産の増加が回避できる。

・賃貸経営の会社をつくる
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今月の収益物件紹介コーナー

【物件概要】
●所在地/三郷市高州1-173
●土地権利/所有権
●構造/木造

●土地面積/223㎡
●専有面積/215.3㎡
●築年月/昭和60年6月
●現状/賃貸中

オーナーチェンジ物件

高州１丁目アパート
価格4,870円 高州１丁目アパート 価格 5,980万円

【物件概要】
●所在地/三郷市早稲田4-7-15
●土地権利/所有権
●構造/鉄骨造陸屋根３階建

●面積/1F 163.44㎡
2F 163.44㎡
3F 159.84㎡

●築年月/平成6年10月
●現状/使用中
●引渡/相談

洋室１６部屋＋倉庫＋会議室
駐車スペース５台あり！

１棟売 寮・寄宿舎

価格 9,800万円
JR三郷駅から徒歩13分

【物件概要】
●所在地/三郷市中央3-7-5
●土地権利/所有権
●構造/木造セメント
●土地面積/242.96㎡
●建物面積/136.22㎡
●総戸数/2DK×5戸
●築年月/平成19年３月

３方角地（北東・南東・南西）
メゾネットタイプ！カースペース５台！

三郷市中央３丁目アパート

想定利回り3.6％ 価格 1億,800万円
三郷中央駅から徒歩４分

【物件概要】
●所在地/三郷市中央5-25-4
●土地権利/所有権
●構造/木造２階建

●建物面積/A棟 115.92㎡
B棟 117.17㎡

●現状/全室入居中
●築年月/平成27年3月

閑静な住宅街！日当たり良好！
築浅の投資物件！駐車場４台あり！

中古戸建アパート２棟
セレッソ三郷中央
A棟・B棟

価格 7,580万円
つくばTX線
三郷中央駅徒歩16分

【物件概要】
●所在地/三郷市彦成2丁目371-9
●構造/木造２階建

●土地面積/112.56㎡
●土地権利/所有権
●総戸数/２DK×２戸
●築年月/平成20年８月

オーナーチェンジ！ワンフロア１世帯！
現在満室です！！

価格 2,890万円
新三郷駅から徒歩21分

ガーラみさと

想定利回り 5.6％

【物件概要】
●所在地/三郷市高州1-173
●土地権利/所有権
●構造/木造

●土地面積/410㎡
●専有面積/282.85㎡
●築年月/昭和50年9月
●駐車場/有

オーナーチェンジ物件



賃貸管理コーナー
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松井産業株式会社
管理部 藤本

【ご相談・お問い合わせ】オーナー様：管理ご相談窓口
℡ 0480- 担当：光山（みつやま）

【ご相談・お問い合わせ】オーナー様：管理ご相談窓口
℡：048-911-4850 担当：藤本

【賃貸物件の売却時にかかる諸経費】

賃貸物件売却のお取り扱いについて
昨年より、近年の投資ブームもあり、またオーナー様の諸事情により、ご所有の賃貸物件の売
却のお手伝いをさせて頂く機会が増加しています。
収益物件の売却は専門的な知識が必要になります。改めて、オーナー様の資産の最大化・
最適化を目指す上で、賃貸物件売却に関して必要になる情報をご紹介したいと思います。

【賃貸物件売却になる場合のタイミング】

①相続時のタイミング
相続の相談を当社でも非常に多く頂きます。相続時に引き継ぎ手がいらっしゃらない場合や納税
資金の準備等、ひとえに“相続”と言っても様々な理由が存在します。実際に相続が起きてからで
は遅く満足のいく売買に至らない事が多いので、早めにご相談頂く事がポイントです。

②大規模修繕のタイミング
建物は築年数の経過により劣化をしていきます。
どこかのタイミングでは大規模修繕やリフォームを
検討する必要があります。その際には多額の支出を
伴うため売却を検討するタイミングの一つになります。

③ローン金利の減少するタイミング
ローンの金利は、不動産所得の計算上経費になります。しかし、元利均等返済では年数が経過す
るほど金利の額が減少するため、経費に計上できる金額が減少し、保有期間中の税負担が増加す
る。

④減価償却期間の終了のタイミング
不動産所得における経費で大きな割合を占めている減価償却費は、新築木造で22年経過すると終
了します。減価償却費がなくなると経費が減少するため、税負担が増加する。さらに物件によっ
てはローンが借りにくくなるというデメリットもあります。

【賃貸物件の売値価格設定方法】
①収益還元法（収益還元価格）
年間賃料収入÷還元利回り
※還元利回り→市場や物件毎に投資家が期待する利回り

②原価積上法（積算価格）
土地→路線価（+公示地価）
※必用に応じ取引事例価格も考慮
建物→再調達原価を築年に応じて減価償却します。

③取引事例比較法（取引事例価格）
近隣の類似物件の成約事例を比較して調整します。

オーナー様による事情で、ご売却したケースを調べてみますと、ほぼ上記4点でした。あくまでオーナー様のご資産
を上手に活用する事を目的にしていますので、ご売却後は別途新たな物件を購入されたり（組み替える）、納
税・贈与対策をされたり、戦略的な売却としてのお取り扱いになっています。



2016年賃貸住宅を取り巻く時流・環境の変化

2016年、賃貸住宅市場を取り巻く時流・環境の変化を表すキーワードをまと
めたものです。

①貸家は資産デフレ傾向継続
●貸家新設戸数は、2014年・2015年予測では35万戸代後半にて進み、

2016年度以降も増加傾向が予測される。
●都市部マンションの一部地域のみ、価格上昇傾向はあるが、宅地・
民営借家に関してはデフレ傾向。家賃下落、空室拡大は継続される。

②関連する法改正（相続税の税制改正・空き家対策特別措置法の施工）
●2015年1月1日からの相続税改正に合わせ、遺言書作成数増加。
（2014年度には遺言公正証書作成数10万件越、今後は家族信託へ）

●2015年5月26日空き家特別措置法完全施工
官民連携により空き家対策へ

（2013年820万戸空家率13.5％→2033年予測2,150万戸空家率30.5％）

③多様化・増加が予測される入居者層
●インバウンドビジネス拡大、旅行消費額続伸、民泊への法・条例改正
●地方私大の学生減少、拡大するシェアハウス
●「老人ブア」老後資金の減少、「シングルマザー」拡大
●成熟化進む高齢者住宅、圧倒的に足りない自立型障害者住宅
●企業立地、企業や事業所の都市集中が進む

④リアルタイム・自動化で進むＩＴ化による部屋探し＆コミュニケーション
●ウェアラブルデバイス（持つ→身につける）
ロケーションフリー（どこにいても繋げられる）

●ＳＮＳの急激な進化（プッシュ広告、アプリ活用）
●個人情報のある、重要事項説明のＩＴ化
●遠距離顧客とのＩＴ対応
●顧客と顧客を結ぶ、ＣtoＣマーケットの急拡大

⑤コンプライアンス施策
●企業の社会的価値、コンプライアンスにフォーカスした施策展開
（フォルクスワーゲン、東芝、旭化成建材・・・）

⑥個人情報、顧客情報管理
●マイナンバーの民間利用（賃貸所有者への支払調書など）

賃貸住宅市場も大きな転換点を迎えています。まさに淘汰の時代です。建てた時の税金対策
だけでなく、建てた後の収益を維持させる「賃貸経営力」が必要な時代に入っています。
ピンチをチャンスに変える！
需要は間違いなくあるのですから！
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業界ニュース

賃貸経営キャッシュフローの実態！
～全国TOPクラスの管理会社82社のオーナーの実態～

株式会社船井総合研究所「資産管理研究会」に参加する、全国82社の会員企業様で行っている、賃貸
経営セミナーにて、参加オーナー様にてキャッシュフロー診断させて頂いています。今回は、その全国からランダム
に選んだ（極端なケースは除く）物件のキャッシュフロー診断データを平均化する事で、改めて現在の賃貸経
営の実情を紐解いてみました。ぜひご自分の所有物件でのキャッシュフローより比較して頂きたいと思います。

①空室ロス
「空室ロス」基準＝総潜在収入の10％以下
結果平均値：9.84％（適正内）
・総物件の約30％(9棟)の物件が基準値外
・空室平均は年間1.65室と比較的低い
・空室ロス率が15％超えると全体的に危険兆候
・空室ロスが高いオーナーは診断しづらい？

②運営費用率
「運営費用率」基準＝総潜在収入の20％以下
結果平均値：25.18％（適正外）
・中でも修繕費が占める割合が比較的高い
・築年数の古い物件の割合が高め
・比率が高い事は管理会社にとって提案の成果？
・借入の無いオーナー様は比較的高い傾向
⇒比率を高める必要が有る

③営業利益率
「営業利益率」基準＝総潜在収入の70％以上
結果平均値：64.97％（適正外）
・63％の物件が基準外
・運営費用率と反比例する傾向がやはり高い
・最高は83.1%、最低は0.14％(節税？）
・営業利益率が80％越えの優良物件(13％)
の空室ロスの平均は約4.68％

④税引き前CF率
「税引前CF率」基準＝総潜在収入の15％以上
結果平均値：22.25％（適正内）
・借入の終了した物件の平均：46.42％
・借入の無いオーナーは高い比率が出やすい
・全体の約13％の物件がキャッシュアウト
・キャッシュアウトした全物件で返済倍率も基準外
・入居率100％でも年間-46,000円の赤字物件も

⑤返済倍率 「返済倍率」基準
＝営業利益÷返済額が130％以上

結果平均値：平均値：158.31％（適正内）
・最高：685.23％、最低：65.13％
・返済倍率が低い事によって、損益分岐の比率が

100％を超えてしまう物件も
・20％の物件で返済が終了している
・借入の残る物件の41％で基準値外

⑥損益分岐点 「損益分岐点」基準
＝(運営費用+年間返済額)
÷総潜在収入の75％以下

結果平均値：67.90%（適正内）
・最高：20.31％、最低：112.68％
・借入の終了した物件の平均：42.19％
・36％の物件が損益分岐点を割っている

【調査結果】

ご自身のキャッシュフロー診断をしてみたい方、お気軽にご相談ください。

http://2.bp.blogspot.com/-NET9o7E-ncA/VYJraiNXGsI/AAAAAAAAuc0/2JYbaD8ny9E/s800/building_akiya.png
http://2.bp.blogspot.com/-NET9o7E-ncA/VYJraiNXGsI/AAAAAAAAuc0/2JYbaD8ny9E/s800/building_akiya.png
http://3.bp.blogspot.com/-kpSbrJk6nW8/VVGVvfqc0XI/AAAAAAAAtow/mkV1Qs7TEWI/s800/my_number_card.png
http://3.bp.blogspot.com/-kpSbrJk6nW8/VVGVvfqc0XI/AAAAAAAAtow/mkV1Qs7TEWI/s800/my_number_card.png


Ｑ．相続の生前対策の方法は？

相続対策には主に「分割対策」「節税対策」「納税対策」の３つの対策をする必要がありま
す。相続財産は所有していた預貯金などの動産、土地・建物などの不動産に分けられますが、
相続財産の多くは不動産ですから、不動産を主にした対策が鍵になります。
不動産の対策は、相続発生時までにしておくことがポイントです。財産が多くなるほど、い

くつかの対策を組み合わせることが必要で、時間がかかることもありますので、早めの準備が
大事です。今回は６つの生前対策の方法をご紹介します。

・不動産を子供に贈与

婚姻20年以上の配偶者には、2,000万円（暦年贈与を合わせると2,110万円）まで無税で贈
与できる。

自宅
評価額2,110万円まで

賃貸マンション

家賃収入が被相続人の現金として残ることを回避できる。また、子供の納税資金にもなる。

・自宅を配偶者に贈与

①贈与

家賃

配偶者

子供

-５-

相続相談コーナー

相続財産の評価方法や特例適用については一定の条件があります。
相続に関するお悩みもお気軽にご相談ください。資産税に詳しい各専門家（税理
士・弁護士・鑑定士等）と連携してサポートしています。

℡：048-911-4850 担当：藤本

評価額
１億円

ー ＝

②分け方をご家族で検討しましょう

Ｑ．相続にあたって、どんな対策をすれば良いでしょうか？
（母が今の住まいと土地、アパートを1棟所有しており、父は他界しておりま
す。私と弟が２名の３人兄弟です。数年前に税理士に相談した際、「1億円
程度の評価額？」と言われ、そんなに高いのか、と少し不安です。兄弟も１
年に一度会う程度です。預貯金はそんなに多くはないようです。）

今回はご兄弟３名でお母様の財産を相続するケースです。預貯金やその他の資
産がほとんど無く、１億円の評価額ということであれば、概算で相続税の総額
は６００万円程度です。

ただし、今の評価額や預貯金・その他の資産によって、金額は大きく変わるの
で、注意が必要です。

相続税速算表

課税価格 税率 控除額

１，０００万円以下 １０％ --

１，０００万円超　３，０００万円以下 １５％ ５０万円

３，０００万円超　５，０００万円以下 ２０％ ２００万円

５，０００万円超　１億円以下 ３０％ ７００万円

１億円超　２億円以下 ４０％ １，７００万円

２億円超　３億円以下 ４５％ ２，７００万円

３億円超　６億円以下 ５０％ ４，２００万円

６億円超 ５５％ ７，２００万円

今のままでは
分けられない!?

基礎控除
4,800万円

3,000万
+600万×3名

課税価格
5,200万円

1億円－4,800万

相続税額
630万円

1人あたりの法定相続分
5,200万円÷３＝1,733万円
一人あたりの相続税額

1,733×15％－50万円＝210万円

①まずは相続税の資産をしましょう

？

評価額
１億円

今のままでは、公平に分け
られません。トラブルにな
らないためには共有は避け
、現金化する、不動産ごと
に相続するなどの話し合い
を持ちましょう。



Ｖ

-6-

不動産ソリューションコーナー

この物件の場合、10年後の手残りは2,000万円ほど、という推測になりますが、実際に良い経営を続ける
には大型修繕など約1,000万円程度の費用がかかることが見込まれるので、実は1,000万円ほどしか残り
ません。また10年後に売却すると、約2,000万円で売却見込みなので、合計3,000万円残る、ということ
になります。一方で、今売却すると3,400万円程度ですので売却したほうがリスクは少ない、ということ
になります。整理すると右図の通りです。このオーナーさんは将来のキャッシュフローを考え、売却を選
択しました。手元に残る金額で選択も変わります。皆様もキャッシュフローを活用して下さい。

10年後の賃貸経営の収益を考える～キャッシュフロー「現金経営」のススメ～

年数が古くなったアパートをどうしていくか？
オーナー様の思いや、ご家族の背景によっても変わりますが、しっかりした指標が必要です。そのため
に、ご自身の物件の、「キャッシュフロー」を出すことが、一つの目安になります。
あなたの物件は、どんな数字になるでしょうか？実際に、あるアパートのキャッシュフローを見てみま
しょう。下図は、あるアパートの1年後、5年後、10年後、までの合計の、税引前までの現金の流れをシ
ュミレートしたケースです。中期的な経営を考えると、この中で大事なことは、「いくら現金が残るの
か知ること」です。累計の手残りと売却額に注目してみると…

①空室ロスが多く基準値を大きく超える損失が発生している → 累計空室損 539万円
②賃料差異が大きく、将来の賃料下落リスクがある → 年間最大 57万円
③将来10年間である程度の累計手残りが予想される → 累計想定 2,043万円
④今後10年間賃貸し続ける場合、大型修繕が予想される → 費用想定 1,000万円
⑤現状での売却の場合、利回りは10％程度、10年後は15％程度が想定される

●10年後の売却価格：合計：3,000万円
・手残り：2,000万円・大型修繕費用：▲1,000万円 →実質手残り：1,000万円
・売却価格：2,000万円

現
金
の
流
れ

●現在の売却価格：3400万円
10年後より今売却
した方が手残りが

多い！

今後の
課題は…



エムタウン相続サポートセンター

エムタウン情報学院

048-911-4850

不動産に関するあらゆるお悩みにお応えします。
おかげさまで創業９６年

お申込み方法
お電話にてお申込み下さい

松井産業株式会社

日時：８月２５日（土）
１３時３０分開始～

場所：松井産業セミナールーム

参加
無料
先着20名

１つでも当てはまる方は是非ご参加ください。相続したアパートや貸家など、築年数の経過して
いる物件をこれからも健全な形で維持していくためには、弊社のような地域密着の管理会社が重

要なパートナーとなってきます。これらをご自身だけで行うのは相当困難です。面識のない

リフォーム業者の話を聞く前に弊社スタッフにご相談ください。

☑空室を何とかしたいけど何から手を付けていいかわからない

☑満室だけれど建物維持管理やメンテナンスが気になる

☑耐震診断や外壁塗装の事例などを知りたい

エムタウン情報学院は、地主さんや賃貸オーナー様の勉強会として平成９年に開校しまし
た。節税対策、相続対策、空室対策、土地活用などを勉強し、早めに適切な対策をご提案
し、賃貸経営の安定をお手伝い致します。お気軽にご参加下さい。お待ちしております。

講師は、当社の賃貸スタッフや

リフォームスタッフなど

複数名で対応致します！

皆様の物件はいかがでしょうか？

空室への取り組みと
建物の維持管理を考える


